
（別紙様式４）

〒
（住所）
（電話）

昼夜

2,115 単位時間 1,020 単位時間 645 単位時間 450 単位時間 0 単位時間 0 単位時間

年 単位 単位 単位 単位 単位 単位

80 人 24 人 人 8 %

人
人
人
人
％

■就職者に占める地元就職者の割合 (F/E)
％

■卒業者に占める就職者の割合 (E/C)
％
人

（令和 4

受審年月：

（Ａ：単位時間による算定）

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

（Ｂ：単位数による算定）

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

人

人

人

人

人

人

人

2 昼間
※単位時間、単位いずれ
かに記入

生徒総定員 生徒実員(A) 留学生数（生徒実員の内数）(B) 留学生割合(B/A)

2

14

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価： 無
※有の場合、例えば以下について任意記載

評価団体：
評価結果を掲載した
ホームページＵＲＬ

（うち企業等と連携したインターンシップの授業時数）

教員の属性（専任
教員について記

入）

 ① 専修学校の専門課程を修了した後、学校等におい
てその担当する教育等に従事した者であって、当該専
門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算
して六年以上となる者

（専修学校設置基準第41条第1項第1号） 1

 ② 学士の学位を有する者等 （専修学校設置基準第41条第1項第2号） 3

 ③ 高等学校教諭等経験者 （専修学校設置基準第41条第1項第3号） 0

 計 4

上記①～⑤のうち、実務家教員（分野におけるおおむね５年以上の実務の経験を有し、かつ、高
度の実務の能力を有する者を想定）の数

0

 ④ 修士の学位又は専門職学位 （専修学校設置基準第41条第1項第4号） 0

 ⑤ その他 （専修学校設置基準第41条第1項第5号） 0

うち企業等と連携した演習の授業時数

うち企業等と連携した必修の演習の授業時数 0

総授業時数

うち企業等と連携した実験・実習・実技の授業時数

0

うち必修授業時数 2,115

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の授業時数 450

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の授業時数

（うち企業等と連携したインターンシップの授業時数） 450

うち企業等と連携した必修の演習の授業時数

当該学科の
ホームページ

URL
https://www.harada-gakuen.ac.jp/igisen/gakka/sw/

100
■進学者数 0
■その他

うち企業等と連携した演習の授業時数

うち必修授業時数

企業等と連携した
実習等の実施状況
（Ａ、Ｂいずれか

に記入）

総授業時数 2,115

うち企業等と連携した実験・実習・実技の授業時数 450

（令和４年度卒業生）

14
■就職率 (E/D)　　　　　　　　　　： 100

100

就職等の状況

■卒業者数 (C)　　　　　　　　： 14
■就職希望者数 (D)　　　　　： 14
■就職者数 (E)　　　　　　　　：

年度卒業者に関する令和５年５月１日時点の情報）

■主な就職先、業界等

特別養護老人ホーム・障害者支援施設・有料老人ホーム・病院

■地元就職者数 (F)

学科の目的 介護に関する知識及び技術を教授し、良識ある人格の形成に努めるとともに、社会福祉の増進に寄与しうる有能な人材を育成する。

学科の特徴（取得
可能な資格、中退

率　等）

取得可能な資格：介護福祉士国家試験受験資格，レクリエーション・インストラクター
中退率： 7％

修業年限
全課程の修了に必要な総授業時数又は総

単位数
講義 演習 実習 実験 実技

教育・社会福祉 教育・社会福祉専門課程 介護福祉学科 平成 9(1997)年度 - 平成29(2017)年度

分野 認定課程名 認定学科名 専門士認定年度 高度専門士認定年度 職業実践専門課程認定年度

令和5年9月27日

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人　原田学園 昭和34年10月20日 原田　賢幸 鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目4118番
891-0141

099-268-3011

鹿児島医療技術専門学校 平成5年3月10日 原田　敏彦

職業実践専門課程等の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

（電話） (平川ｷｬﾝﾊﾟｽ) 099-261-6161 (谷山ｷｬﾝﾊﾟｽ) 099-260-4151

（平川キャンパス）〒891-0133　鹿児島市平川町字宇都口5417-1
（谷山キャンパス）〒891-0113　鹿児島市東谷山3-31-27



種別

①

③

－

－

－

（年間の開催数及び開催時期）

川﨑　友義 一般社団法人　鹿児島県介護福祉士会　理事
令和4年4月1日～
令和6年3月31日（2年）

日髙　清一郎 社会福祉法人 桜岳会法人　経営企画部長
令和4年4月1日～
令和6年3月31日（2年）

濱川　孝二 鹿児島医療技術専門学校　副校長（教育委員長）

義山　法男 鹿児島医療技術専門学校　介護福祉学科　学科長

三原　めぐみ 鹿児島医療技術専門学校　介護福祉学科　副学科長

　第１回　令和4年8月6日
　第２回　令和5年2月20日

　※委員の種別の欄には、企業等委員の場合には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　（当該学校の教職員が学校側の委員として参画する場合、種別の欄は「－」を記載してください。）
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

　年2回(7-8月・2月)

（開催日時（実績））

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程
の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本方
針

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿
令和5年8月31日現在

　目まぐるしく変化・進展する医療・福祉情勢において、高度な実践能力と豊かな社会性を備えた人材が求められている。当
校では、そのような人材の輩出を念頭に、「人を助けたい、人の役に立ちたい」という想いを持つ医療・福祉のプロフェッショナ
ルを育成することを目的としている。
　そのため、臨床実習指導者や教育課程編成委員会での意見を交えるなどし、高い臨床実践能力を学ぶための多岐にわ
たった教育課程の編成を行う。

　教育課程編成委員会は、専攻分野に係る企業関係者等からなる委員と当該学科の専任教員により組織され、実践的かつ
専門的な職業教育を実施するために、企業等と連携を通じて必要な情報の把握・分析を行い、教育課程の編成に活かすこ
とを目的としている。
　　教育課程編成委員会は、学内委員会の教育委員会(運営)と当該学科(実施)を中心に運営し、教育課程全般に関すること
をはじめ、当該学科に関する教育課程などを中心に委員との意見交換を行い、有用な意見について学校全体もしくは学科で
の検証を行ったうえで教育課程へ反映することとしている。

名　前 所　　　属 任期

※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。

＜第1回＞　令和4年8月6日「介護福祉士国家試験の取り組みについて～養成施設導入（5年間）後の経過報告～」
・養成施設ルートは、介護福祉士資格が取得できる資格取得ルートの一つであったが、2018（平成29年度）卒業の本校21期
生からは国家試験を受験する形となっている。21期生から25期生（2022年度卒業生）の養成施設導入（5年間）後の経過報告
を含めながら、介護福祉士国家試験の取り組みについての報告および今後の国家試験対策の方法も含め説明を行なった。
・5年間の猶予があれば「介護福祉士」でよいのではないか。必ず合格しなければならないという必須基準はどうなのか、逆
に養成校を卒業する特典が無いのではないかと考える。
・国家資格である以上、試験合格が望ましいと思う。日本介護福祉士会会長の及川氏が言われるように資格の価値を失わ
せる気がする。人材は不足している状況ではあるが、質の向上と魅力ある仕事にしていくためには、1年でも早く「国家試験
合格の義務化」に踏み切ってもらいたいと思う。
・年度毎で様々な学生の能力や気力の相違はあると思う。2年間の中で知識や技術を身に付け、国家試験合格のハードルを
クリアしていくのは学生も教員も体力が必要となるであろう。また、留学生の対応もしながら合格100％を目指していくことも簡
単なことではないと考える。
・オンラインをはじめICTを駆使しながら細かい工夫や指導で合格に繋げていることが分かった。点数に応じてのグループ分
けはとてもいいかと思う。学生もモチベーションアップにも繋がると思う。留学生に関しては、日本語の理解だけが問題なの
か細かい分析が必要かと感じた。



科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

＜第2回＞　令和5年2月20日「介護福祉学科2021年度からの『未来志向型新カリキュラム』の3科目について」
・今後必要とされる介護分野の教育課程について、本学科において新カリキュラムの設定に沿い、カリキュラムの変更点を
説明し、未来志向型教育課程の3科目①国際文化論②人工知能論③ビジネス教養の実施状況や学習効果の結果や課題を
提示し、介護現場の立場より意見を頂きたい旨を伝えた。
・➀今後は日本のことを外国人に教えるのではなく、先に海外のことに目を向けて宗教や生活習慣などを理解できるように努
めていかないといけない。そのような意味でも大変重要な授業である。留学生が実習に来た際も、職員が逆に教わることが
多かった。礼儀や言葉使い、目線の高さや温かさ。今後の留学生受け入れについて可能性の大きさを感じた。
・➁学校で教えてくれることは大切であり、これからのデジタルフォーメーションにとっては重要な学問だと思う。きちんとした
使い方を知り、人が少なくなるので人でしかできない部分、人でできない部分はAIなどどこでどのような役割分担を行なうか
は知っておいた方がよいと思う。ただ、介護の分野においては気持ちを伝えるのは人だということが学べるとても良い授業だ
と思う。
・➂職員研修などでもよく出てくる分野である。マナーに関して理解できている職員が少ないとも感じている。言葉遣い特に謙
譲語やコミュニケーションのあり方や家族に対しての対応などその場その場で職員によって指導方法も違ってくるので、自分
の全職員にも学習してもらいたい授業である。介護福祉士でなくても社会人として内容や講師、時間的に考えても問題ないと
思う。

１．個々の生活リズムや個性を理解するという観点から様々な生活の場において個別ケアを理解する。
２．利用者・家族とのコミュニケーションの実践，介護技術の確認，多職種協働や関係機関との連携を通じてチームの一員と
しての介護福祉士の役割について理解する。
３．個別ケアを行うために個々の生活リズムや個性を理解し，利用者の課題を明確にするための利用者ごとの介護計画の
作成，実施後の評価やこれを踏まえた計画の修正といった介護過程を展開し，他科目で学習した知識や技術を総合して具
体的な介護サービスの提供の基本となる実践力を習得する。

　実習については、実習前において予め実習先の実習指導者と当校教員が実習内容について打ち合せを行い実習目標等
を確認した上で実習を開始する。学生においては実習開始前に一度事前訪問をさせ、実習指導者との打ち合わせを直接行
い、実習施設の概況や留意点、準備するもの等を確認させる。実習中においては、学生が実習記録（実習日誌）等を記載
し、その内容を実習指導者が確認・評価する。また、実習中は各教員がそれぞれの実習受入事業所を週1回以上訪問し、学
生の実習内容の進行状況や記録の確認を行う。さらに実習指導者と学生状況や要望・改善点等を打ち合わせする。実習終
了時においては各事業所にて最終カンファレンスを行ってもらい、実習指導者・実習学生・教員において最終的な実習目標
に対しての達成や反省、今後どうつなげていくかなどを含め会議を行う。実習終了後は実習指導者から学生の評価を12項目
5段階の基準で評価していただき、所見も含め総評していただく。その結果を検証し、次回の実習に活かすこととしている。

介護実習Ⅰ

➀本人、家族等との関係性の構築に向けたコミュニケー
ションの基礎的な知識・技術を習得する
➁介護福祉士に求められる役割と機能を理解し、専門職と
しての態度を養う

デイサービスセンターみなと、光徳
苑通所リハビリテーション、小規模
多機能ホームおあしす南谷山、グ
ループホーム東谷山
他１９施設　計２３施設

介護実習Ⅱ

➀対象者の生活と地域との関りや、地域での生活を支える
施設・機関の役割を理解し、地域における生活支援を実践
的に学ぶ
➁介護過程の展開を通して対象者を理解し、本人主体の
生活と自立を支援するための介護過程を実践的に学ぶ

特別養護老人ホーム桜島苑、老人
保健施設サンシャインきいれ、障
害者支援施設みなよし療護園、障
害者支援施設竹山苑
他２６施設　計３０施設

介護実習Ⅲ

➀介護を実践する対象、場によらず、様々な場面に必要と
される介護の基本的な知識・技術を習得する
➁対象となる人の能力を引き出し、本人主体の生活を地域
で継続するための介護過程を展開できる能力を養う
➂多職種との協働の中で、介護福祉士としての役割を理解
するとともに、サービス担当者会議やケースカンファレンス
等を通じて、多職種連携やチームケアを体験的に学ぶ

特別養護老人ホームにじの郷たに
やま、老人保健施設サンシャインき
いれ、療養介護事業所医療型障害
児施設やまびこ医療福祉センター
他２７施設　計３０施設



研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

連携企業等：
日本介護福祉士養成施設協
会 九州ブロック

令和４年９月１７日（土） 対象： 専任教員１名

テーマ「介護福祉教育における多様性を考える」

令和４年１１月９日（水）～令和４年１２月２日（金） 対象： 専任教員１名

これからはじめる抗菌薬適正使用支援、Withコロナ時代におけるTeamSTEPPSを活用した感染対策等

日本介護福祉士養成施設協会 九州ブロック教員研修会 連携企業等：
日本介護福祉士養成施設協
会 九州ブロック

令和５年１１月１１日（土）・１２日（日）予定 対象： 専任教員1名

未定

令和５年８月２１日（月）～令和６年３月２４日（日） 対象： 専任教員1名

専任教員として必要な知識及び技能を習得させるために行う講習会であって、介護福祉士養成施設におけ
る専任教員の資質の向上を図り、質の高い介護福祉士を養成することを目的とする

②指導力の修得・向上のための研修等

①専攻分野における実務に関する研修等
（３）研修等の計画

　　自己評価の結果に基づいて行う学校関係者評価の結果の公表(公表時期：9月頃予定)により、適切に説明責任を果たす
とともに、教職員は、結果を活用し、教育活動及び学校運営等の質の保証と向上に継続的に努める。
　　具体的には、学校評価を実施する上での役割を果たす学内委員会の評価委員会にて、学校関係者評価結果をまとめ、
学内の決議機関である運営会議にて報告を行い、本校ホームページに公表(公表時期：8月頃予定)するとともに、評価結果
を活用するため、評価項目において関連する学内委員会等（教育委員会、学生委員会、入試委員会、財務委員会等）にて、
今後の改善方策を検討し、具体的取組みの改善を図る。

②指導力の修得・向上のための研修等

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。ま
た、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

介護教員講習会 連携企業等： 日本介護福祉士養成施設協会

令和５年１０月２７日（金） 対象： 専任教員１名

介護実習Ⅳ

➀対象者の生活と地域との関りや、地域での生活を支える
施設・機関の役割を理解し、地域における生活支援を実践
的に学ぶ
➁各領域で学んだ知識と技術を統合し、介護実践に必要な
観察力・判断力及び思考力を養う
➂多職種との協働の中で、介護福祉士としての役割を理解
するとともに、サービス担当者会議やケースカンファレンス
等を通じて、多職種連携やチームケアを体験的に学ぶ

ヘルパーステーション城西、障害
者支援施設サポートなごみ、デイ
サービスセンターみやび、グループ
ホーム風と光
他１９施設　計２３施設

※研修等を教員に受講させることについて諸規程に定められていることを明記

　教職員研修規程に基づき、本校は、当該学校の教員に対し、日常の執務を通じて常に適切な研修を行わせるよう努めなけ
ればならない。また、研修の計画を立て、実施するに当たっては、研修の効果を高めるために、職員の自己啓発の意欲を発
揮させるよう、配慮しなければならない。
　なお、各学科の専門分野に関する研修については、年度初めに各学科にて検討し、研修計画を立て、実施する。

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

外国人留学生に関する研修会（外国人留学生支援委員会） 連携企業等： 日本介護福祉士養成施設協会

令和４年８月２７日（土） 対象： 専任教員１名

外国人留学生の受入れで起こる好事例、問題事例と課題解決へのヒント

日本介護福祉士養成施設協会九州ブロック教員研修会

第２５回関西感染症フォーラム 連携企業等：
公益社団法人　日本WHO協会
サラヤ株式会社

全国教職員研修会 連携企業等： 日本介護福祉士養成施設協会

介護福祉士養成施設の存在意義の再検討～介護福祉士の未来像を問う～



（８）財務

・中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか
・予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか
・財務について会計監査が適正に行われているか
・財務情報公開の体制整備はできているか

（９）法令等の遵守

・法令、専修学校設置基準等の尊守と適正な運営がなされているか
・個人情報に関し、その保護のための対策がとられているか
・自己評価の実施と問題点の改善を行っているか
・自己評価結果を公開しているか

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

（１）教育理念・目標

・理念・目的・育成人材像は定められているか
・学校における職業教育の特色は何か
・社会経済のニーズ等を踏まえた学校の将来構想を抱いているか
・学校の理念・目的・育成人材像・特色・将来構想などが学生・保護者等に周知されている
か
・各学科の教育目標、育成人材像は、学科等に対応する業界のニーズに向けられているか

（２）学校運営

・目的等に沿った運営方針が策定されているか
・運営方針に沿った事業計画が策定されているか
・運営組織や意思決定機能は、規則等において明確化されているか
・人事、給与に関する規程等は整備されているか
・教務、財務等の組織整備など意思決定システムは整備されているか
・業界や地域社会等に対するコンプライアンス体制が整備されているか
・教育活動等に関する情報公開が適切になされているか
・情報システム化等による業務の効率化が図られているか

（３）教育活動

・教育理念等に沿った教育課程の編成・実施方針等が策定されているか
・教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた学科の修業年限に対応した教育到達
レベルや学習時間の確保は明確にされているか
・学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか
・キャリア教育・実践的な職業教育の視点に立った工夫・開発などが実施されているか
・関連分野の企業等や業界団体との連携により、カリキュラムの作成・見直し等が行われて
いるか
・関連分野における実践的な職業教育が体系的に位置づけられているか
・授業評価の実施・評価体制はあるか
・職業教育に対する外部関係者からの評価を取り入れているか
・成績評価・単位認定、進級・卒業認定の基準は明確になっているか
・資格取得等に関する指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置づけはあるか
・人材育成目標の達成に向け授業を行うことが出来る要件を備えた教員を確保しているか
・関連分野における業界等との連携において優れた教員（本務・兼務含む）を確保している
か
・関連分野における先端的な知識・技能等を習得するための研修や教員の指導力育成な
ど資質向上のための取組が行われているか
・職員の能力開発のための研修等が行われているか

（４）学修成果

・就職率の向上が図られているか
・資格取得率の向上が図られているか
・退学率の低減が図られているか
・卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握しているか
・卒業後のキャリア形成への効果を把握し、学校の教育活動の改善活用がされているか

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

（５）学生支援

・進路・就職に関する支援体制は整備されているか
・学生相談に関する体制は整備されているか
・学生に対する経済的な支援体制は整備されているか
・学生の健康管理を担う組織体制はあるか
・課外活動に対する支援体制は整備されているか
・学生の生活環境への支援は行われているか
・保護者と適切に連携しているか
・卒業生への支援体制はあるか
・社会人のニーズを踏まえた教育環境が整備されているか
・高校等との連携によるキャリア教育・職業教育の取り組みが行われているか

（６）教育環境
・施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるよう整備されているか
・実習施設、インターンシップ、海外研修等について十分な教育体制を整備しているか
・防災に対する体制は整備されているか

（７）学生の受入れ募集
・学生募集活動は、適正に行われているか
・学生募集活動において、教育成果は正確に伝えられているか
・学納金は妥当なものとなっているか



種別
専門分野におけ
る企業等委員

専門分野におけ
る企業等委員

専門分野におけ
る企業等委員

専門分野におけ
る企業等委員

専門分野におけ
る企業等委員

専門分野におけ
る企業等委員

専門分野におけ
る企業等委員

学術機関等の
有識者

卒業生

卒業生

卒業生

卒業生

卒業生

高等学校等の
校長等

地域住民

保護者峰元　朋子 鹿児島医療技術専門学校　保護者
令和4年4月1日～
令和6年3月31日（2年）

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　））
URL： https://www.harada-gakuen.ac.jp/igisen/school/johokoukai/
公表時期： 令和5年9月25日

令和4年4月1日～
令和6年3月31日（2年）

社会福祉法人向陽会 地域医療・福祉ステーション ひまわり
病院　リハ課係長 / 言語聴覚士

令和4年4月1日～
令和6年3月31日（2年）

多久島　徹 鹿児島県立錦江湾高等学校 教頭
令和4年4月1日～
令和6年3月31日（2年）

鬼丸　克彦 平川まちづくり協議会 会長
令和4年4月1日～
令和6年3月31日（2年）

生駒　 成亨 公益社団法人　鹿児島県理学療法士協会　副会長
令和4年4月1日～
令和6年3月31日（2年）

日髙　清一郎 社会福祉法人 桜岳会法人　経営企画部長 /介護福祉士
令和4年4月1日～
令和6年3月31日（2年）

髙谷　哲也 国立大学法人 鹿児島大学 教育学部　准教授
令和4年4月1日～
令和6年3月31日（2年）

柿野　聡子 公益社団法人 鹿児島市医師会病院　/ 看護師
令和4年4月1日～
令和6年3月31日（2年）

湯脇　 稔
株式会社カクイックスウィング 営業本部 教育担当スーパー
バイザー / 作業療法士

令和4年4月1日～
令和6年3月31日（2年）

益山　康秀 メディカルリテラシーラボ　代表 / 理学療法士
令和4年4月1日～
令和6年3月31日（2年）

當房　裕幸

小倉　道広 一般社団法人 鹿児島県言語聴覚士会　理事
令和4年4月1日～
令和6年3月31日（2年）

井ノ上 祐二
公益社団法人鹿児島共済会 南風病院　医療技術部放射
線技術科　技師長 / 診療放射線技師

野中　康博 公益社団法人 鹿児島県診療放射線技師会　理事
令和4年4月1日～
令和6年3月31日（2年）

川﨑　友義 一般社団法人 鹿児島県介護福祉士会　理事
令和4年4月1日～
令和6年3月31日（2年）

吉満　孝二 一般社団法人 鹿児島県作業療法士協会　会長
令和4年4月1日～
令和6年3月31日（2年）

八田　冷子 公益社団法人 鹿児島県看護協会　会長
令和4年6月1日～
令和6年3月31日（1年10ヶ月）

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）学校関係者評価結果の活用状況

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

（１０）社会貢献・地域貢献

・学校の教育資源や施設を活用した
・社会貢献・地域貢献を行っているか
・学生のボランティア活動を奨励，支援しているか
・地域に対する公開講座・出前講座の受託等を積極的に実施しているか

（１１）国際交流
・留学生の受け入れ・派遣について戦略を持って行っているか
・留学生の受け入れ・派遣、在籍管理等において適切な手続き等がとられているか
・留学生の学修・生活指導等について学内に適切な体制が整備されているか

①教育活動において、チームアプローチの重要性や各学科間の連携強化の必要性についてのご指摘をいただき、令和4年
度に以下の取り組みを行った。
　文部科学省から「先端技術利活用実証研究」の委託を受け、先端技術利活用実証研究プロジェクトチーム（VRIPE）にて、
聖マリアンナ医科大学との共同での多職種連携VR教材の制作、令和3年度制作の多職種連携VR教材(VF検査)を使用した
実証講座の実施、各学科独自のVR教材制作を行った。

②学習成果において、国家試験合格率に対してのご指摘をいただき、令和４年度に以下の取り組みを行った。
　学校長をトップマネジメントとした「国家試験対策小委員会」を設置し、全学科より委員を配置し、ソフト面・ハード面の問題
点の抽出を行い、改善を図っている。

　令和5年8月31日現在

名　前 所　　　属 任期



・学校の財務
　（財務諸表（貸借対照表、収支決算書、財産目録、事業報告書、監査報告書）等）

（９）学校評価
・学校評価
　（自己評価結果報告書、学校関係者評価結果報告書）

（１０）国際連携の状況 －

（１１）その他
・その他
　（教職員による地域・社会貢献活動）

ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応

　企業等の関係者との連携・協力体制を確保するため、文科省「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライ
ン」において示された情報提供項目に基づき、本校ホームページを用いて、教育理念をはじめとする学校運営全般の必要な
情報を提供する。
　また、高い臨床実践能力を発揮できる人材を輩出するため、教育課程編成委員会や学校関係者評価委員会、臨床実習指
導者会議など企業等との関わりの場にて、教育活動及びその他学校運営に関する情報の提供を行うことを積極的に推進す
る。

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に
関する情報を提供していること。」関係

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　））
URL： https://www.harada-gakuen.ac.jp/igisen/school/johokoukai/
公表時期： 令和5年9月25日

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

（１）学校の概要、目標及び計画

・学校の概要
　（校長名、所在地・連絡先、沿革、特色、学則）
・目標・計画
　（教育理念、3つのポリシー、行動計画）

（２）各学科等の教育
・学科紹介
　（定員数等、学科紹介/取得資格等、カリキュラム、シラバス）

（３）教職員
・組織・教職員
　（組織図・教職員数）

（４）キャリア教育・実践的職業教育
・就職・進学
　（卒業後の進路、大学院への進学）

（５）様々な教育活動・教育環境
・様々な教育活動・教育環境
　（学校行事、クラブ・サークル活動、施設案内）

（６）学生の生活支援
・学生の生活支援
　（学生寮紹介）

（７）学生納付金・修学支援
・入試、学費等、学修支援
　（入試募集要項、学費等/学習支援等）

（８）学校の財務
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1 ○
人間の尊厳と
自立

「人間」の理解を基礎として、人間の尊厳の保持
と自立・自律した生活を支える必要性について
理解し、倫理的課題に対応できる能力を養う。

1
通

30 2 ○ ○ ○

2 ○
人間関係とコ
ミュニケーショ
ンA

介護実践のために必要な人間の理解や他者へ
の情報の伝達に必要な、基礎的なコミュニケー
ション能力を習得する。

1
通

30 2 ○ ○ 〇

3 ○
人間関係とコ
ミュニケーショ
ンB

介護実践のために必要な人間の理解や他者へ
の情報の伝達に必要な、基礎的なコミュニケー
ション能力を習得する。

2
通

30 2 ○ ○ 〇

4 ○ 社会の理解A

個人が自立した生活を営むということを理解す
るため、個人、家族、近隣、地域、社会の単位で
人間を捉える視点を養い、人間の生活と社会の
関わりや、自助から公助に至る過程について理
解する。また、わが国の社会保障の基本的な考
え方、歴史と変遷、しくみについて理解する。

1
通

30 2 ○ ○ ○

5 ○ 社会の理解B

介護に関する近年の社会保障制度の大きな変
化である介護保険制度と障害者総合支援制度
について、介護実践に必要な観点から基礎的
知識を学習する。

1
通

30 2 ○ ○ ○

6 ○ 心理学
心理学の概論的内容を学ぶことにより、人間の
心と行動を科学的に検討する視点を養う。

1
通

30 2 ○ ○ ○

7 ○ 情報科学
パーソナルコンピューターによる代表的なソフト
ウェアの操作ができるようにする。

1
通

30 1 ○ ○ ○

8 ○ 国際文化論
東南アジア諸国の現代史や日本の関わり、ビジ
ネスや介護人材との関係性について理解する。

2
通

30 2 ○ ○ ○ ○

9 ○ 介護の基本Ａ

「尊厳の保持」「自立支援」の観点から、介護の
意義と役割及び専門性について理解し、介護実
践の基本姿勢について、ノーマライゼーションや
ICF、リハビリテーション、介護の倫理を通して、
「尊厳の保持」「自立支援」という新しい考え方に
ついて理解を深める。

1
通

30 2 ○ ○ 〇

10 ○ 介護の基本Ｂ

「尊厳の保持」「自立支援」の観点から、介護福
祉士を取り巻く状況や背景を理解し、介護の歴
史，介護福祉士関連法規、介護サービスの学び
を通して、介護の役割及び専門性について理解
を深める。

1
通

30 2 ○ ○ ○
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11 ○ 介護の基本Ｃ

「尊厳の保持」「自立支援」という新しい介護の
考え方を理解するとともに、「介護を必要とする
人」を、生活の観点から捉える視点を学ぶ。介
護の意義と役割及び専門性について介護の歴
史や関連法規を通して理解し、介護実践の基本
姿勢について学ぶ。

1
通

30 2 ○ ○ 〇

12 ○ 介護の基本Ｄ
「尊厳の保持」「自立支援」の観点から、ケアマ
ネジメントや介護サービスの特性、職業倫理、
関係職種間・地域連携のあり方について学ぶ。

1
通

30 2 ○ ○ ○

13 ○ 介護の基本Ｅ

「尊厳の保持」「自立支援」の観点から、利用者
が安心して生きがいの持てる生活が営める生
活環境を整えることが可能となるよう、リスクマ
ネジメントや危機管理（災害介護、防災）につい
て学ぶ。

2
通

30 2 ○ ○ ○

14 ○ 介護の基本Ｆ

「尊厳の保持」「自立支援」の観点から、利用者
が安心して生きがいの持てる生活が営める生
活環境を整えることが可能となるよう、危機管
理、介護従事者の健康管理、労働関連法規に
ついて学ぶ。

2
通

30 2 ○ ○ ○

15 ○
コミュニケー
ション技術Ａ

介護を必要とする者の理解や援助的関係、援
助的コミュニケーションについて学ぶ。

1
通

30 2 ○ ○ ○

16 ○
コミュニケー
ション技術Ｂ

介護場面における利用者・利用者家族、あるい
は多職種協働におけるコミュニケーション能力
を身につける。

2
通

30 2 ○ ○ ○

17 ○
生活支援技術
Ａ

「尊厳の保持」「自立支援」の観点から、生活支
援の考え方、ICFの視点にもとづくアセスメントを
学ぶ。安眠を促す介助の技法（ベッドメイキン
グ）、身じたくの介護技術を身に付ける。

1
通

30 1 ○ ○ ○

18 ○
生活支援技術
Ｂ

「尊厳の保持」「自立支援」の観点から、自立に
向けた移動の介護の技術と知識を習得する。福
祉用具の意義を学ぶ。

1
通

30 1 ○ ○ ○

19 ○
生活支援技術
Ｃ

「尊厳の保持」「自立支援」の観点から、自立に
向けた食事の介護の技術と知識を習得する。

1
通

30 1 ○ ○ ○ 〇

20 ○
生活支援技術
Ｄ

「尊厳の保持」「自立支援」の観点から、自立に
向けた入浴・清潔保持・排泄の介護、自立に向
けた身じたくの介護の技術と知識を習得する。

1
通

30 1 ○ ○ ○

21 ○
生活支援技術
Ｅ

「尊厳の保持」「自立支援」の観点から、自立に
向けた家事の介護（洗濯、裁縫、家計管理）と知
識を習得する。

1
通

30 1 ○ ○ ○ ○
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22 ○
生活支援技術
Ｆ

これまで習得した介護技術をどのように対象者
の生活の中に取り入れていくのか考えることが
できる。

1
通

30 1 ○ ○ ○

23 ○
生活支援技術
Ｇ

「尊厳の保持」「自立支援」の観点から、運動機
能障害に応じた介護、聴覚・言語障害に応じた
介護、高次機能障害に応じた介護の技術と知
識を習得する。

2
通

30 1 ○ ○ ○

24 ○
生活支援技術
Ｈ

「尊厳の保持」「自立支援」の観点から、視覚障
害に応じた介護、聴覚・言語障害に応じた介
護、運動機能障害に応じた介護、内部障害に応
じた介護、重複障害に応じた介護の技術と知識
を習得する。

2
通

30 1 ○ ○ ○

25 ○
生活支援技術
Ｉ

「尊厳の保持」「自立支援」の観点から、知的障
害・発達障害に応じた介護、精神障害に応じた
介護、認知症のある人に応じた介護の技術と知
識を習得する。

2
通

30 1 ○ ○ ○

26 ○
生活支援技術
Ｊ

「尊厳の保持」「自立支援」の観点から、自立に
むけた睡眠の介護、終末期の介護の技術と知
識を習得する。

2
通

30 1 ○ ○ ○ ○

27 ○ 介護過程Ⅰ
介護過程の意義、目的・目標、介護過程の展開
プロセスについて学ぶ。

1
通

30 2 ○ ○ ○

28 ○ 介護過程Ⅱ

他の科目で学習した知識や技術を統合して、事
例を通して、自立に向けた介護過程の展開・利
用者の状態・状況に応じた介護過程の展開の
実際を学ぶ。

1
通

30 1 ○ ○ ○

29 ○ 介護過程Ⅲ
他の科目で学習した知識や技術を統合して、介
護過程を展開し、介護計画を立案し、適切な介
護サービスの提供ができる能力を養う。

1
通

30 1 ○ ○ ○

30 ○ 介護過程Ⅳ

他の科目で学習した知識や技術を統合して、介
護過程を展開し、介護計画を立案し、適切な介
護サービスの提供ができる能力を養い、介護過
程とチームアプローチについて学ぶ。

2
通

30 1 ○ ○ 〇

31 ○ 介護過程Ⅴ

他の科目で学習した知識や技術を統合して、介
護過程を展開し、介護計画を立案、実施、評価
の実践を通して事例研究の方法を理解し取り組
む。

2
通

30 1 ○ ○ ○

32 ○
介護総合演習
Ａ

介護実習に向けての心構え・予備知識・動機づ
けなどの準備を行い、利用者の理解や個別ケ
アの必要性、介護福祉士に求められる専門的
知識や技術・倫理観を習得する。

1
通

30 1 ○ ○ ○

33 ○
介護総合演習
Ｂ

介護実習の構造とその意義、介護実習Ⅰ・Ⅱの
ねらいと進め方、介護実習Ⅰ・Ⅱに必要な知識・
技術に関する事前、実習中、事後の学習。

1
通

30 1 ○ ○ ○
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34 ○
介護総合演習
Ｃ

介護実習Ⅲのねらいと進め方、介護実習Ⅲに
必要な知識・技術に関する事前、実習中、事後
の学習。

2
通

30 1 ○ ○ ○

35 ○
介護総合演習
Ｄ

介護実習Ⅳのねらいと進め方、介護実習Ⅳに
必要な知識・技術に関する事前、実習中、事後
の学習。

2
通

30 1 ○ ○ ○

36 ○ 介護実習Ⅰ

個々の生活リズムや個性を理解するという観点
から様々な生活の場において個別ケアを理解
し、利用者・家族とのコミュニケーションの実践
をする。

1
通

45 1 ○ ○ ○

37 ○ 介護実習Ⅱ

対象者の生活と地域との関りや、地域での生活
を支える施設・機関の役割を理解し、地域にお
ける生活支援を実践的に学ぶ。介護過程の情
報収集のあり方を学ぶ。

1
通

135 3 〇 〇 〇

38 ○ 介護実習Ⅲ

個別ケアを行うために個々の生活リズムや個性
を理解し、利用者の課題を明確にするための利
用者ごとの介護計画の作成、実施後の評価や
これを踏まえた計画の修正といった介護過程を
展開し、他科目で学習した知識や技術を総合し
て具体的な介護サービスの提供の基本となる
実践力を習得する。

2
通

180 4 〇 〇 〇

39 ○ 介護実習Ⅳ

対象者の生活と地域との関りや、地域での生活
を支える施設・機関の役割を理解し、地域にお
ける生活支援を実践的に学ぶ。多職種連携を
体験的に学ぶ。

2
通

90 2 ○ ○ ○

40 ○
発達と老化の
理解Ⅰ

発達の観点からの老化を理解し、老化に関する
心理や身体機能の変化の特徴に関する基礎的
知識を習得する。

1
通

30 2 ○ ○ ○

41 ○
発達と老化の
理解Ⅱ

発達の観点からの老化を理解し、老化に関する
心理や身体機能の変化の特徴に関する基礎的
知識を習得する。

2
通

30 2 ○ ○ ○

42 ○
認知症の理解
Ⅰ

認知症に関する基礎的知識を習得するととも
に、認知症のある人の体験や意思表示が困難
な特性を理解し、本人のみならず家族を含めた
周囲の環境にも配慮した介護の視点を習得す
る。

1
通

30 2 ○ ○ ○

43 ○
認知症の理解
Ⅱ

認知症に関する基礎的知識を習得するととも
に、認知症のある人の体験や意思表示が困難
な特性を理解し、本人のみならず家族を含めた
周囲の環境にも配慮した介護の視点を習得す
る。

2
通

30 2 ○ ○ ○

44 ○ 障害の理解Ⅰ

障害のある人の心理や身体機能に関する基礎
的知識を習得するとともに、障害のある人の体
験を理解し、本人のみならず家族を含めた周囲
の環境にも配慮した介護の視点を習得する。

1
通

30 2 ○ ○ ○
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45 ○ 障害の理解Ⅱ

障害のある人の心理や身体機能に関する基礎
的知識を習得するとともに、障害のある人の体
験を理解し、本人のみならず家族を含めた周囲
の環境にも配慮した介護の視点を習得する。

2
通

30 2 ○ ○ ○

46 ○
こころとからだ
のしくみＡ

介護技術の根拠となる「からだのしくみとはたら
き」を学ぶ。

1
通

30 2 ○ ○ ○

47 ○
こころとからだ
のしくみＢ

介護技術の根拠となる「こころのしくみとはたら
き」を学ぶ。

1
通

30 2 ○ ○ ○

48 ○
こころとからだ
のしくみＣ

身じたく、移動、食事、入浴・清潔保持に関連し
たこころとからだのしくみと機能低下による影響
を理解し、介護サービスの提供における安全へ
の留意点や心理的側面への配慮について学
ぶ。

1
通

30 2 ○ ○ ○

49 ○
こころとからだ
のしくみＤ

排泄、睡眠に関連したこころとからだのしくみと
機能低下による影響ならびに死にゆく人のここ
ろとからだの変化を理解し、介護サービスの提
供における安全への留意点や心理的側面への
配慮について学ぶ。

2
通

30 2 ○ ○ ○

50 ○ 医療的ケアⅠ
介護福祉士が安全・適切に医療的ケアを実施
するために必要な基本的知識を学ぶ。

1
通

30 2 ○ ○ ○

51 ○ 医療的ケアⅡ
呼吸器系のしくみやはたらきを理解し、喀痰吸
引の概要と実施手順を学ぶ。

1
通

30 2 ○ ○ ○

52 ○ 医療的ケアⅢ
消化器系のしくみやはたらきを理解し、経管栄
養の概要と実施手順を学ぶ。

2
通

30 1 〇 ○ ○

53 ○ 医療的ケアⅣ
医療的ケアⅠからⅢで習得した知識に基づき
「喀痰吸引」「経管栄養」の実技演習を行う。

2
通

30 1 ○ ○ ○

54 ○
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ援
助技術

レクリエーションの社会的意義や社会福祉の現
場での活用や考え方、課題を理解する。レクリ
エーション援助者としてのレクリエーション計画
の作成や援助方法の実践能力を養う。

1
通

60 4 △ ○ ○ ○ ○

55 ○
介護福祉学特
講Ⅰ

国家試験を視野に入れて、各科目の復習を行
う。

1
通

30 2 ○ ○ ○

56 ○
介護福祉学特
講Ⅱ

国家試験対策として各科目の総復習を行う。
2
通

60 4 ○ ○ ○
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57 ○ 人工知能概論
人工知能について理解を深め、医療や介護へ
利活用できる知識を習得する。

2
通

15 1 〇 △ ○ 〇

58 ○ ビジネス教養
社会生活において必要な知識やマナー、生活
管理について学ぶ。

1
通

30 1 ○ ○ 〇 〇

58

期

週１学期の授業期間 20

（留意事項）
１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。
２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

合計 科目 2115単位時間 （100単位）

卒業要件及び履修方法 授業期間等

卒業要件： 開設している全ての必修科目を履修・修得し、学納金が未納でないこと。 １学年の学期区分 2

履修方法：
学則に定める教育課程に基づき授業科目を履修し、学修の評価により科目を修
得する。


